
 

 

構 造 改 革 特 別 区 域 計 画  

 

１  構 造 改 革 特 別 区 域 計 画 の 作 成 主 体 の 名 称  ： 長 崎 県  

 

２  構 造 改 革 特 別 区 域 の 名 称  ： な が さ き デ イ サ ー ビ ス 特 区  
 

３  構 造 改 革 特 別 区 域 の 範 囲  ：佐 世 保 市 及 び 大 村 市 並 び に 長 崎 県 南 高 来 郡 北 有 馬 町

及 び 南 松 浦 郡 上 五 島 町 の 全 域  
 

４   構 造 改 革 特 別 区 域 の 特 性  

（１）長 崎県では 、平成１ ５年度か ら平成２ ０年度ま での６カ 年を対象 とした「 長 崎

県 障 害者 基 本 計画 」 策 定し 、 障 害の 有 無 にか か わ らず 、 誰 もが 相 互 に人 格 と 個 性

を尊重し 支え合う 「共生社 会」の実 現を目標 として施 策を推進 している 。  

こ の 「 共 生 社 会 」 を 実 現 す る に は 、 今 後 ま す ま す 多 様 化 し て い く で あ ろ う 県 民

の 福 祉へ の 要 求に 可 能 な限 り 応 えて い く 必要 が あ り、 特 に 次の ５ つ の課 題 が 考 え

られる。  

 

 ○障害 者を取り 巻く環境 の変化と 今後の課 題  

①  障害 の重度化 、重複化 及び障害 者の増加 、高齢化 の傾向  

②  社会 全体の意 識の改革  

③  支援 費制度の 円滑な施 行  

④  在宅 福祉サー ビスの充 実  

⑤  市町 村の施策 充実  

 

特 に 、 障 害 の あ る 人 が 地 域 社 会 に お い て 自 立 し た 生 活 を 送 れ る よ う 、 「 障 害 の

あ る 人が 地 域 の中 で 生 活す る こ とは 自 然 で当 た り 前」 と い うノ ー マ ライ ゼ ー シ ョ

ン の 考え を 浸 透さ せ る とと も に 、在 宅 福 祉サ ー ビ スの 基 盤 整備 を 推 進し て い く 必

要がある 。  

 

 

（２）構 造改革特 別区域計 画の背景  

長 崎 県 は ４ ７ 都 道 府 県 中 最 も 離 島 の 数 が 多 く 、 そ の 特 殊 な 地 理 的 条 件 や 参 入 事

業者数が 少ない等 により福 祉サービ スの基盤 整備が十 分に進ん でいない 。  

特 に 児 童 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 に 関 し て は 、 現 在 県 下 で １ ５ の 事 業 所 が 存 在 す る

が 、 ８市 に ９ カ所 、 ７ １町 村 に ６カ 所 と いっ た 状 況で あ る 為、 多 く の在 宅 障 害 児

が遠方の 事業所に 通うか若 しくはサ ービスを 利用でき ていない 。  

そこで、既存施設 の相互利 用を可能 にするな ど、サー ビスを多 様化する こと で 、

限られた 財源、福 祉資源の 有効活用 を図る必 要がある 。  

 



 

 

５  構 造 改 革 特 別 区 域 計 画 の 意 義  

障 害 者（ 児 ） の福 祉 基 盤整 備 が 遅れ て い るこ と に 対し 、 指 定通 所 介 護事 業 所 に 関

して は全 県下 で２ ５１ （平 成１ ５年 ４月 現在 ）の 事業 所が 存在 し、 県内 各地 に点 在

している 。  

そ こ で、 本 特 例措 置 で ある 「 指 定通 所 介 護事 業 所 等に お け る知 的 障 害者 及 び 障 害

児の 受入 事業 」を 実施 する こと によ って 、よ り効 率的 、効 果的 なサ ービ ス基 盤の 拡

充が可能 となり 、誰もが身 近な場所 でサービ スを利用 すること ができる ように な る 。 

 

（１）利 用者側の 利点  

・住み慣 れた地域 でサービ スを利用 すること ができる  

・遠方の 施設まで 送迎して いた保護 者等の負 担を軽減 する  

・選択肢 が広がり 、自分に あったサ ービスを 選ぶこと ができる  

 

（２）事 業者側の 利点  

・利用者 数の増加 により、 安定した 運営を行 うことが できる  

 

ま た 、こ う し た既 存 施 設の 有 効 活用 に よ って 新 た に施 設 整 備を 行 う こと な く 福 祉

基盤 の整 備が 可能 とな り、 それ によ って その 他の 施策 推進 も加 速し 、「 共生 社会 」

の実現に より早く 近づくこ とができ る。  

 

 

６  構 造 改 革 特 区 計 画 の 目 標  

県下７９市町村の内、７０の市町村において知的障害者デイサービス事業所の設置が

なく、６５の市町村において児童デイサービス事業所の設置がない。  

このような状況を踏まえ、長崎県下全域において当該事業の実施が望まれるものであ

るが、そ の な か で も 佐 世 保 市 、 大 村 市 、 北 有 馬 町 、 上 五 島 町 の ４ 市 町 に お い て は 、

現在 も私 的に 指定 通所 介護 事業 所を 利用 して いる 障害 者（ 児） が存 在す る等 、利 用

者、保護 者及び事 業者の負 担は大き く、当該 事業の実 施が急務 である。  

こ れ ら４ 市 町 に関 し て は、 早 期 の受 入 体 制を 整 え るこ と が 可能 で あ り、 な に よ り

も利 用者 の要 望が 高い とい った こと から 、こ の４ 市町 を当 初の 特区 の範 囲と し、 そ

の成 果と その 他の 市町 村及 び利 用者 等の 意向 を勘 案し なが ら、 今後 も計 画区 域の 拡

大を 図っ てい く。 また 、現 在実 施意 向の ない 市町 村に つい ても 引き 続き 利用 者等 の

要望を調 査し、当 該事業の 必要性を 十分精査 するよう 指導して いく。  

こ の よう に 計 画区 域 を 拡大 し て いく こ と によ っ て 、福 祉 基 盤整 備 の 地域 格 差 を 無

くし 、ノ ーマ ライ ゼー ショ ンの 理念 のも とに 、県 民の 誰も が住 み慣 れた 地域 社会 で

必要な福 祉サービ スを利用 できる「 共生社会 」の実現 を目指す 。  

 

 

 



 

 

７  構 造 改 革 特 別 区 域 計 画 の 実 施 が 構 造 改 革 特 別 区 域 に 及 ぼ す 経 済 的 社 会 的 効 果  

 

（１）経 済的効果  

・デイサ ービス事 業の利用 者が増加 し、事業 が活性化 される  
当 初 か ら 本 特 例 措 置 の 適 用 を 受 け る こ と を 想 定 し て い る 事 業 所 に お い て は 、 知

的障害者 ７名、障 害児４名 の受入を 見込んで いる。  
現 在 、 特 別 区 域 計 画 の 範 囲 で あ る ４ 市 町 に お い て は 、 知 的 障 害 者 １ ９ 名 、 障 害

児７６名がデイサービス事業を利用している が（平成１５年４月実績） 、本特例

措置の適 用により 、知的障 害者にお いては 33％、障害 児におい ては 10％の利 用 率

増が見込 まれる。  
ま た 、 計 画 範 囲 を 県 下 全 域 へ 拡 大 し た 場 合 、 知 的 障 害 者 及 び 障 害 児 の デ イ サ ー

ビス利用 者数が合 わせて 36％増加す ることが 見込まれ 、デイ サ ービス事 業が よ り

いっそう 活性化さ れる。  
 

・保護者 の負担が 軽減され 、就労等 の機会が 増える  
本 特 例 措 置 の 適 用 に よ り 利 用 者 は 身 近 な 事 業 所 で サ ー ビ ス を 受 け る こ と が で き

るように なるため 、保護 者 の通所 、送迎等に 係る経済 的・精 神 的負担が 軽減され 、

就労等社 会生活へ の参加が 促進され る。  

 

（２）社 会的効果  

・身近 な 場所で サ ービス を 利用で き るよう に なるた め 、利用 者 の通所 に 係る負 担 が

軽減され る。  

・デイ サ ービス の 利用機 会 が拡大 さ れ、十 分 な訓練 ・ 療育を 受 けるこ と で、障 害 程

度の重度 化が抑制 され、社 会適応能 力が向上 される  
・施設入 所から在 宅生活へ の移行が 促進され る  
・デイ サ ービス 利 用者同 士 （高齢 者 、身体 障 害者、 知 的障害 者 、障害 児 ）の交 流 に

より、利 用者の社 会参加が 促進され る  
 

 

８  特 定 事 業 の 名 称  

９０６  指定通所 介護事業 所等にお ける知的 障害者及 び障害児 の受入事 業  

 

 

９  構造改革特区区域において実施し、又はその実施を促進しようとする特定事業に関連

す る 事 業 そ の 他 の 構 造 改 革 特 別 区 域 計 画 の 実 施 に 関 し 地 方 公 共 団 体 が 必 要 と 認 め る 事

項  

 

①地域 で の自立 生 活を支 援 するた め の居宅 生 活支援 サ ービス の 充実と 相 談支援 体 制

の整備  



 

 

・障害者 ケアマネ ジメント の手法を 取り入れ た身近な 相談支援 体制を構 築する  

・ 住 み慣 れ た 地域 で の 自立 生 活 を支 援 す るた め に 、ホ ー ム ヘル プ サ ービ ス 、 デ イ

サービス 、ショー トステイ 等居宅生 活支援サ ービス基 盤の拡大 を図る  

・  地域にお ける生活 の場、活 動の場と して、グ ループホ ーム、通 所型施設 の 整 備

を推進す る  
 

②生活の 質の向上 と自己実 現の支援  

・ 障 害の あ る 人の 常 用 雇用 を 促 すた め に 、雇 用 の 前に 一 定 期間 実 務 訓練 を 行 う 職

場適応訓 練を実施 する  

・ 「 視聴 覚 障 害者 情 報 提供 施 設 」を 整 備 し、 視 聴 覚障 害 者 の情 報 受 発信 拠 点 と し

て、その 機能を充 実強化す る  

・ Ｉ Ｔを 利 用 した 福 祉 サー ビ ス 情報 提 供 の促 進 と 、支 援 費 制度 に よ るサ ー ビ ス の

選 択 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 、 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 情 報 の デ ー タ ベ ー ス 化 と ネ ッ

トワーク 化を行う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙）  

 

１  特定 事業の名 称  

 指定通 所介護事 業所等に おける知 的障害者 及び障害 児の受入 事業（９ ０６）  

 

２  当該 規制の特 例措置の 適用を受 けようと する者  

特 区 内 の 指 定 通 所 介 護 事 業 所 、 指 定 身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 及 び 指 定 知 的

障害者デ イサービ ス事業所  

 

３  当該 規制の特 例措置の 適用の開 始の日  

構造改革 特別区域 計画の認 定日  

 

４  特定 事業の内 容  
（１）当 初から本 特例措置 の適用を 受けるこ とを想定 している 事業所の 概要  

①佐世保 市  

ア・運営 主体    株式会 社  九州 メディカ  
 ・所在 地    長崎県佐 世保市日 野町１１ ０４番地 の１  

 ・施設 名称    かしま えデイサ ービスセ ンター  

 ・施設 所在地    長崎 県佐世保 市日野町 １１０４ 番地の１  

 ・施設 種別    指定通 所介護事 業所  

  ・定員    ２ ０名  

 ・現在 の平均利 用者数   ８名  

 ・本特 例措置に よる利用 者見込数   ３名 （障害児 ）  
 

・  要件適合 性の確認  
a 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 面 積 を 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的 障 害 者 及 び 障

害児の利 用者数の 合算数で 除した数 が３㎡以 上である こと。  
１２．２ ６㎡／人  

 
b 指 定 通 所 介 護 事 業 所 の 職 員 数 に つ い て は 、 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的

障 害 者 及 び 障 害 児 の 利 用 者 数 の 合 算 数 で 基 準 を 満 た し て い る か 判 断 し 、 満

たしてい ない場合 は新たに 必要な職 員を確保 すること 。  
 
・  生活相談 員１名  ・看護職 員２名  ・介護職 員３名  
・  機能訓練 指導員２ 名（兼務 ）  

利用者の 合算数が 定員を越 える受入 れは行わ ないため 、新た な 職員の 確

保は要し ない。  
 
 



 

 

c 指 定 通 所 介 護 事 業 所 、 身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 又 は 知 的 障 害 者 デ イ

サービス 事業所に おいて障 害児を受 入れる場 合には 、障害児関 係施設 か ら

の技術的 支援を受 けること 。  
 

児童デイ サービス 事業所「 佐世保市 こども発 達センタ ー」にお いて実 習・

研修会を 行う。  
 

②大村市  

ア・運営 主体     株式 会社  コ モテック ス  

 ・所在 地       長崎県大 村市松山 町４６０ 番地２  

 ・施設 名称     株式会 社コモテ ックス  デイサー ビスほの ぼのハウ ス  

 ・施設 所在地    長崎 県大村市 松山町４ ６０番地 ２  

 ・施設 種別    指定通 所介護事 業所  

  ・定員    ５ 名  

 ・現在 の平均利 用者数   １名  

 ・本特 例措置に よる利用 者見込数   １名 （知的障 害者）  
 
 ・要件 適合性の 確認  

a 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 面 積 を 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的 障 害 者 及 び 障

害児の利 用者数の 合算数で 除した数 が３㎡以 上である こと。  
３．５㎡ ／人  

 
b 指定 通 所介 護 事 業所 の 職 員数 に つ いて は 、 指定 通 所 介護 の 利 用者 数 と 知的

障 害 者 及 び 障 害 児 の 利 用 者 数 の 合 算 数 で 基 準 を 満 た し て い る か 判 断 し 、 満

たしてい ない場合 は新たに 必要な職 員を確保 すること 。  
 
・  生活相談 員１名  ・看護職 員１名（ 兼務）  ・介護職 員２名  
・  非常勤介 護職員２ 名  ・機 能訓練指 導員１名 （兼務）  

利用者の 合算数が 定員を越 える受入 れは行わ ないため 、新た な 職員の 確

保は要し ない。  
 
c 指 定 通 所 介 護 事 業 所 、 身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 又 は 知 的 障 害 者 デ イ

サ ー ビ ス 事 業 所 に お い て 障 害 児 を 受 入 れ る 場 合 に は 、 障 害 児 関 係 施 設 か ら

の技術的 支援を受 けること 。  
 

当分の間 障害児の 受入は行 わない。  
 
 
 



 

 

イ・運営 主体     社会福 祉法人  松原福祉 会  

  ・所在 地       長崎県大 村市松原 本町２７ ４番地  

 ・施設 名称     デイサ ービスセ ンター松 原のさと  

 ・施設 所在地     長崎 県大村市 松原本町 ２７４番 地  

 ・施設 種別     指定通 所介護事 業所  

  ・定員      ３０名  

 ・現在 の平均利 用者数   ２４名  

 ・本特 例措置に よる利用 者見込数   ２名 （知的障 害者）  
 

 ・要件 適合性の 確認  

 a 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 面 積 を 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的 障 害 者 及 び 障

害児の利 用者数の 合算数で 除した数 が３㎡以 上である こと。  
７．９０ ㎡／人  

 
b 指 定 通 所 介 護 事 業 所 の 職 員 数 に つ い て は 、 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的

障 害 者 及 び 障 害 児 の 利 用 者 数 の 合 算 数 で 基 準 を 満 た し て い る か 判 断 し 、 満

たしてい ない場合 は新たに 必要な職 員を確保 すること 。  
 
・  生活相談 員１名  ・看護職 員１名（ 兼務）  ・介護職 員４名  
・  非常勤介 護職員５ 名  ・機 能訓練指 導員１名 （兼務）  

利用者の 合算数が 定員を越 える受入 れは行わ ないため 、新た な 職員の 確

保は要し ない。  
 
c 指 定 通 所 介 護 事 業 所 、 身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 又 は 知 的 障 害 者 デ イ

サービス 事業所に おいて障 害児を受 入れる場 合には 、障害児関 係施設 か ら

の技術的 支援を受 けること 。  
 

当分の間 障害児の 受入は行 わない。  
 
ウ・運営 主体     社会 福祉法人  隆明会  

  ・所在 地        長崎県大 村市鬼橋 町１４１ ６番地  

 ・施設 名称      デイ サービス センター ふる里  

 ・施設 所在地      長崎県大村 市鬼橋町 １４１６ 番地  

 ・施設 種別     指定 通所介護 事業所  

  ・定員    ３ ０名  

 ・現在 の平均利 用者数   ２４名  

 ・本特 例措置に よる利用 者見込数   ３名 （知的障 害者）  

 

 



 

 

 ・要件 適合性の 確認  

 a 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 面 積 を 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的 障 害 者 及 び 障

害児の利 用者数の 合算数で 除した数 が３㎡以 上である こと。  
３．８０ ㎡／人  

 
b 指 定 通 所 介 護 事 業 所 の 職 員 数 に つ い て は 、 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的

障 害 者 及 び 障 害 児 の 利 用 者 数 の 合 算 数 で 基 準 を 満 た し て い る か 判 断 し 、 満

たしてい ない場合 は新たに 必要な職 員を確保 すること 。  
 
・  生活相談 員１名  ・非常勤 看護職員 １名（兼 務）   
・  非常勤介 護職員３ 名  ・機 能訓練指 導員１名 （兼務）  

利用者の 合算数が 定員を越 える受入 れは行わ ないため 、新た な 職員の 確

保は要し ない。  
 
c 指 定 通 所 介 護 事 業 所 、 身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 又 は 知 的 障 害 者 デ イ

サービス 事業所に おいて障 害児を受 入れる場 合には 、障害児関 係施設 か ら

の技術的 支援を受 けること 。  
 

当分の間 障害児の 受入は行 わない。  
 

③北有馬 町  

ア・運営 主体    社会福 祉法人  平和会  

 ・所在 地    南高来郡 北有馬町 甲３１８ １－８  

 ・施設 名    デイサー ビスセン ター  有 馬荘  

 ・施設 所在地    長崎 県南高来 郡北有馬 町甲３１ ８１－８  

 ・施設 種別    指定通 所介護事 業所  

  ・定員    ３ ０名  

 ・現在 の平均利 用者数  ２３名  
・本特例 措置によ る利用者 見込数  １名（障 害児）  

 

 ・要件 適合性の 確認  

 a 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 面 積 を 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的 障 害 者 及 び 障

害児の利 用者数の 合算数で 除した数 が３㎡以 上である こと。  
８．２９ ㎡／人  

 
b 指 定 通 所 介 護 事 業 所 の 職 員 数 に つ い て は 、 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的

障 害 者 及 び 障 害 児 の 利 用 者 数 の 合 算 数 で 基 準 を 満 た し て い る か 判 断 し 、 満

たしてい ない場合 は新たに 必要な職 員を確保 すること 。  
・  生活相談 員１名（ 兼務）  ・看護職 員１名（ 兼務）  ・介護職 員４名   



 

 

・  非常勤介 護職員１ 名  ・機 能訓練指 導員１名 （兼務）  
利用者の 合算数が 定員を越 える受入 れは行わ ないため 、新た な 職員の 確

保は要し ない。  
 

c 指 定 通 所 介 護 事 業 所 、 身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 又 は 知 的 障 害 者 デ イ

サービス 事業所に おいて障 害児を受 入れる場 合には 、障害児関 係施設 か ら

の技術的 支援を受 けること 。  
 

児童デイ サービス 事業所「 デイ雲」 において 実習・研 修会を行 う。  
 

④上五島 町  

ア・運営 主体    社会福 祉法人  医仁福祉 会  

・所在地       長崎県南松浦 郡上五島 町今里郷 ６１０  

 ・施設 名    上五島町 デイサー ビスセン ター  芳 寿荘  

 ・施設 所在地    指定 通所介護 事業所  

 ・施設 種別    長崎県 南松浦郡 上五島町 今里郷６ １０  

  ・定員    ２ ０名  

 ・現在 の平均利 用者数  １６名  

 ・本特 例措置に よる利用 者見込数  １名（ 知的障害 者）  
 

 ・要件 適合性の 確認  

 a 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 面 積 を 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的 障 害 者 及 び 障

害児の利 用者数の 合算数で 除した数 が３㎡以 上である こと。  
１１．４ ０㎡／人  

 
b 指 定 通 所 介 護 事 業 所 の 職 員 数 に つ い て は 、 指 定 通 所 介 護 の 利 用 者 数 と 知 的

障 害 者 及 び 障 害 児 の 利 用 者 数 の 合 算 数 で 基 準 を 満 た し て い る か 判 断 し 、 満

たしてい ない場合 は新たに 必要な職 員を確保 すること 。  
 
・  生活相談 員１名  ・看護職 員１名（ 兼務）・ 非常勤介 護職員３ 名  
・  機能訓練 指導員１ 名  

利用者の 合算数が 定員を越 える受入 れは行わ ないため 、新た な 職員の 確

保は要し ない。  
 
c 指 定 通 所 介 護 事 業 所 、 身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 又 は 知 的 障 害 者 デ イ

サービス 事業所に おいて障 害児を受 入れる場 合には 、障害児関 係施設 か ら

の技術的 支援を受 けること 。  
 

当分の間 障害児の 受入は行 わない。  



 

 

 こ れら ６ つ の事 業 所 は現 在 も 私的 に 障 害者 の 受 け入 れ を 行っ て い るな ど 、 当 該

事 業 の実 施 を 強く 望 ん でい る 。 特定 事 業 の要 件 を 満た し 、 利用 者 か らの ニ ー ズ も

高 い これ ら の 事業 所 で 当該 事 業 をス タ ー トさ せ 、 その 成 果 をも と に 実施 事 業 所 の

拡大を図 っていき たい。  
 

（２）障 害児関係 施設から 受ける技 術的支援 の内容  

佐 世 保 市 の 「 か し ま え デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 」 で は １ 日 平 均 ３ 名 の 障 害 児 の 受

け 入 れを 計 画 して い る が、 障 害 児を 受 け 入れ る に あた り 、 佐世 保 市 が運 営 し て い

る児童デ イサービ ス事業所「佐世保 市こども 発達セン ター」に おいて職 員の 実 習・

研修を行 い、障害 児を適切 に処遇す るための 知識及び 技能の習 得を図る 。  

ま た 、 同 様 に 北 有 馬 町 の 「 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 有 馬 荘 」 で は １ 日 平 均 １ 名 の

障害児の 受け入れ を計画し ており 、社会福祉 法人  八 幡会が運 営する児 童デイ サ ー

ビ ス セン タ ー 「デ イ 雲 」に お い て職 員 の 実習 ・ 研 修を 行 い 、職 員 の 資質 向 上 を 図

る。  

な お 、 大 村 市 の 「 デ イ サ ー ビ ス ほ の ぼ の ハ ウ ス 」 、 「 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 松

原 の さと 」 、 「デ イ サ ービ ス セ ンタ ー ふ る里 」 、 及び 上 五 島町 の 「 上五 島 町 デ イ

サービス センター 芳寿荘」 において は、当分 の間障害 児の受入 は行わな い。  

 

 

   ○技術的支援を行う障害児関係施設  

 

①児童デ イサービ スセンタ ー「佐世 保市こど も発達セ ンター」  
 

運営主体   佐世 保市  

所在地   佐世保 市花園町 １０１－ １  

施設種別   児童 デイサー ビスセン ター  

定員   １５名  

 

②児童デ イサービ スセンタ ー「デイ 雲」  
 

運営主体   社会 福祉法人  八幡会  

所在地   南高来 郡加津佐 町甲５７ １８  

施設種別   児童 デイサー ビスセン ター  

定員   １０名  

 
 

５  当 該 規 制 の 特 例 措 置 の 内 容  

（ １ ） 規 制 の 特 例 措 置 の 必 要 性  

長 崎 県 に は 知 的 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 及 び 児 童 デ イ サ ー ビ ス

事 業 所 の 数 が 少 な い た め 、 多 く の 方 が 必 要 な サ ー ビ ス を 十 分 に 利 用

で き て い な い 。  



 

 

そ こ で 、 誰 も が 身 近 な 場 所 で デ イ サ ー ビ ス を 利 用 で き る 社 会 を 形 成

す る た め に 、 当 該 規 制 の 特 例 措 置 に よ り 指 定 通 所 介 護 事 業 所 等 に お

け る 相 互 利 用 を 実 施 す る 必 要 が あ る 。  

 

 


